
目

次

規

則

○
青
森
県
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の

特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
公
共
測
量
の
終
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
二

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所
の
変
更
qqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
三

公

告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
職

員

課
）
…
三

規

則

青
森
県
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
二
号

青
森
県
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規

則
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

青
森
県
報
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第
百
七
十
四
号

令
和
二
年六

月
二
十
四
日

（
水
曜
日
）



医
療
法
人

白

鴎
会

青
森
市
大
字
羽

白
字
沢
田
五
の

二

居
宅
療
養

管
理
指
導
ま
ち
だ
内
科
・

眼
科
ク
リ
ニ
ッ

ク
い
た
や
な
ぎ

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
福
野
田

字
実
田
四
四
の

一

令
和二･
四･
一

青
森
県
告
示
第
五
百
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

医
療
法
人

白

鴎
会

青
森
市
大
字
羽

白
字
沢
田
五
の

二

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導
ま
ち
だ
内
科
・

眼
科
ク
リ
ニ
ッ

ク
い
た
や
な
ぎ

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
福
野
田

字
実
田
四
四
の

一

令
和二･
四･
一

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
及
び
更
生

医
療
）
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ア
イ
ン
薬
局
野
辺
地
店

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
一
八
の
三

令
和二･
七･
一

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

む
つ
市
大
畑
町
水
木
沢
三
四
の
三
〇
四西
手

貴
之

む
つ
市
大
畑
町
正
津
川
六
五

川
口

順
一

大
畑
町
区
域

大
畑
町
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
は
え
な
わ
漁
業

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

八
戸
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
作
業
）
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三

測
量
の
期
間

令
和
二
年
四
月
十
日
か
ら
同
年
六
月
十
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

八
戸
市
大
字
白
銀
町
地
内

三
級
基
準
点
一
点

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

住

所

名

称

売
り
さ
ば
き
場
所

変

更

年
月
日

変
更
前

十
和
田
市
西
十
二
番

町
一
一
の
七

十
和
田
市
職
員
生
活

協
同
組
合

十
和
田
市
西
十
二
番

町
一
一
の
七

令
和二･
六･一六

変
更
後

十
和
田
市
西
十
二
番

町
六
の
一

変
更
な
し

十
和
田
市
西
十
二
番

町
六
の
一

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

川
平
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

今
別
町
役
場

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一
（
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
青
森
市
の
項
中
「
次
長
、
参
事
」
を
「
次
長
、
危
機
管
理
監
、
参
事
」
に
、

「
青
森
市
清
掃
工
場

場
長

子
ど
も
支
援
セ
ン

タ
ー

所
長

」
を
「
青
森
市
清
掃
工
場

場
長

」
に
、
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「
水
産
振
興
セ
ン
タ

ー

所
長

石
江
区
画
整
理
事

務
所

所
長

」
を
「
水
産
振
興
セ
ン
タ

ー

所
長

」
に
改

め
、
「
医
療
局
長
」
の
下
に
「
、
副
医
療
局
長
」
を
加
え
、
同
表
弘
前
市
の
項
中
「
秘
書
、
人
事
、

法
規
」
を
「
法
規
、
秘
書
、
人
事
」
に
、
「
秘
書
、
法
規
、
勤
務
条
件
、
予
算
担
当
）
」
を
「
法

規
、
秘
書
、
勤
務
条
件
、
事
務
管
理
、
予
算
担
当
）
、
法
務
文
書
係
長
、
給
与
厚
生
係
長
」
に
、

「
事
務
管
理
、
人
事
、
法
規
、
勤
務
条
件
」
を
「
法
規
、
人
事
、
勤
務
条
件
、
事
務
管
理
」
に
改

め
、
「
総
務
係
長
」
の
下
に
「
、
教
育
総
務
課
人
事
係
長
」
を
加
え
、
同
表
十
和
田
市
の
項
中
「
予

算
」
の
下
に
「
、
職
員
団
体
」
を
加
え
、
同
表
む
つ
市
の
項
中
「
、
次
長
」
を
削
り
、
同
表
外
ヶ
浜

町
の
項
中
「
課
長
補
佐
（
人
事
」
を
「
課
長
補
佐
（
人
事
、
予
算
」
に
改
め
、
同
表
鰺
ケ
沢
町
の
項

中
「
副
参
事
（
人
事
」
を
「
総
務
課
課
長
代
理
（
人
事
、
予
算
」
に
改
め
、
同
表
西
目
屋
村
の
項
中

「
、
総
務
課
副
参
事
（
予
算
担
当
）
、
総
務
課
課
長
補
佐
（
予
算
担
当
）
」
を
削
り
、
同
表
大
間
町

の
項
中
「
総
括
参
事
、
」
を
削
り
、
同
表
五
戸
町
の
項
中
「
担
当
）
」
の
下
に
「
、
財
政
課
課
長
補

佐
（
予
算
担
当
）
」
を
加
え
、
同
表
南
部
町
の
項
中

「

医
療
セ
ン

タ
ー

院
長
、
副
院
長

、
事
務
長

介
護
老
人

保
健
施
設

事
務
長

」
を
「

医
療
セ
ン

タ
ー

院
長
、
副
院

長
、
事
務
長
」
に
改

め
、
同
表
一
部
事
務
組
合
下
北
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中

「

事
業
本
部
事
務
局

次
長
、
総
務
担

当
総
括
主
幹

」
を

「

事
業
本
部
事
務
局

事
務
局
長
、

総
合
政
策
監

、
次
長
、
総

務
担
当
総
括

主
幹

」
に
、

「
課
長
」
を
「
事
務
局
次
長
、
課
長
」
に
改
め
、
同
表
下
北
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項
中
「
職

員
団
体
、
人
事
」
を
「
人
事
、
職
員
団
体
」
に
改
め
、
「
課
長
補
佐
（
職
員
団
体
担
当
）
」
の
下
に

「
、
主
幹
（
人
事
、
職
員
団
体
担
当
）
」
を
加
え
、
同
表
十
和
田
地
域
広
域
事
務
組
合
の
項
中
「
課

長
」
を
「
次
長
、
次
長
補
佐
（
人
事
担
当
）
」
に
改
め
、
同
表
三
戸
郡
福
祉
事
務
組
合
の
項
を
削

り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

青
森
県
市
長
会
館

管
理
組
合

事
務
局
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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